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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月４日 １３時０８分ごろ 

発生場所 明石海峡東方沖 

 兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位１６５°１.７海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３４°３５.６′ 東経１３５°０４.４′） 

事故調査の経過  平成２５年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第拾八玉
たま

吉
よし

丸、４９４トン 

   １３２４７５、株式会社ＳＫＹ、和港
わ こ う

建設株式会社 

   ６６.０９ｍ×１３.２０ｍ×７.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２年１０月 

Ｂ 貨物船 日
ひ

の出
で

丸、１８５トン 

   １３１２３４、個人所有 

   ５０.７０ｍ×８.５０ｍ×５.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４７８kＷ、平成元年２月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年７月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年７月２５日 

    免状有効期間満了日 平成２９年７月２６日 

 航海士Ａ 男性 ３６歳 

   五級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成２３年９月２２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年９月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２８年９月２１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和３４年２月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月１４日 

    免状有効期間満了日 平成２９年４月６日 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部ハンドレールに曲損、船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部タラップに曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、航海士Ａが単独

で当直に当たり、自動操舵として阪神港神戸区南部を西南西進してい

た。 

 航海士Ａは、約２５１゜（真方位、以下同じ。）の針路及び約１１

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、距離レンジを３

Ｍとした１号レーダー、１.５Ｍとした２号レーダー及びＧＰＳプロ

ッターを作動させ、いずれもコースアップとしてエコートレイル機能

を使用し、明石海峡の方向に強い雨雲を認めながら航行していた。 

 航海士Ａは、左舷側に１隻及び右舷側に１隻の同航船を目視で認め

ており、阪神港神戸区の西側境界線を越えた頃に雨が降り出し、東に

流れる潮流の影響により、約７.５kn の速力となっていることが分か

った。 

 航海士Ａは、雨が強まって視程が約５０ｍとなり、不安を感じたの

で、船長Ａに昇橋を求め、平成２５年９月４日１３時００分ごろ昇橋

した船長Ａに左舷船首方に本船より速い同航船がいるとの報告を行っ

た後、舵輪に就き、船長Ａが操船の指揮に当たった。 

 船長Ａは、雨が強いので、反射を抑えるため、レーダーのＦＴＣの

つまみを十分に絞り、距離レンジを１.５Ｍに変えた１号レーダーの

後方に立って見張りを行い、明石海峡東方灯浮標北方沖で右に変針

し、明石海峡航路東口に向けて北西進していたところ、海上保安部か

ら船舶電話により「何か事故はなかったか」との問合せを受け、航海

士Ａを船首部に確認に行かせ、船首部に損傷を認めて衝突した事実を

知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、船長Ｂが、単独で当直に当た

り、約２９８゜の針路及び約１０kn の速力とし、距離レンジを３Ｍと

したレーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、いずれもコースアッ

プとしており、左舷船首方に２隻の同航船及び右舷方に反航船１隻を

目視で認め、明石海峡東方灯浮標北方沖に向けて自動操舵により、北

西進していた。 

 船長Ｂは、１２時３０分ごろ雨が降りだしたので、法定灯火を表示

し、東に流れる潮流の影響によって約７kn の速力となっており、ま

た、１２時５０分ごろ雨が非常に強くなるにつれて視程が約１００ｍ

となり、約５.５knの速力となったことが分かった。 

 船長Ｂは、１２時５５分ごろ激しい雨風に気付いた機関長が昇橋し

てきたので、レーダーのつまみを調整させ、レーダーに明石海峡大橋

の映像が明瞭に映り、機関長と共に船首方にＢ船よりも速い同航船３
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隻の映像を認めており、船首方の同航船の動きを確認し、注意を払い

ながら、操船に当たっていた。 

 船長Ｂは、視程が約５０ｍとなっていたので、明石海峡航路に入航

することに危険を感じ、阪神港神戸区に向けて右に反転するか否かを

機関長と話していたところ、「ドーン」という音と共に衝撃を感じ、

１３時０８分ごろ、平磯灯標から１６５°１.７Ｍ付近において、Ａ

船の船首部とＢ船の船尾部左舷側とが衝突した。 

 船長Ｂは、操舵室左舷側の扉を開けてＡ船の右舷船首部に表示され

た船名を確認し、ＶＨＦ無線電話でＡ船を呼び出すとともに、霧中信

号の吹鳴を始めたが、Ａ船の船首部がＢ船の船尾部に当たったり、離

れたりしながらの状態が約５分間続いた後、Ａ船が右舷方に離れて行

くことを認めた。 

 気象・海象 

 

(1) 気象 

 ① 乗組員の観測値 

 １３時００分ごろ 天気 雨、風向 北、風力 ７、波高 約

１.０ｍ、 視程 約５０ｍ 

 ② 気象観測値 

ａ 本事故発生場所の東北東方約１４km 付近に位置する神戸空港

地域気象観測所の本事故当日の観測値は、次のとおりであっ

た。 

時刻 

（時：分） 

降水量 

（mm） 

１０分間平均 最大瞬間 
気温 

（℃） 風向 
風速

（m/s） 
風向 

風速

（m/s） 

12:30 0.0  NE 8.9  NE 12.3  26.5 

12:40 0.0  NE 10.8  NE 13.9  25.7 

12:50 0.0  NE 11.4  NE 14.4  25.6 

13:00 0.0  NE 11.8  NE 15.9  25.3 

13:10 0.0  NE 12.9  NE 17.0  24.3 

13:20 0.5  North 11.2  NNE 17.0  24.6 

13:30 15.0  NW 13.0  WNW 23.1  20.9 

13:40 11.0  NNW 8.8  NNW 12.3  20.8 

13:50 3.0  NW 10.4  WNW 13.4 20.8 

b 海上警報、気象警報及び注意報の発表状況 

      平成２５年９月４日０９時３７分、淡路島には、大雨警報、

洪水警報、雷注意報及び波浪注意報が、播磨南東部には大雨警

報、洪水警報及び雷注意報がそれぞれ発表され、本事故当時も

継続中であった。 

(2) 海象 

   下げ潮の末期、明石海峡の潮流：東南東流 約４.５kn 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、空船であり、喫水が船首約１.４ｍ、船尾約３.４ｍであっ

た。 
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 Ａ船は、航海士Ａが１１時３０分から１４時３０分までの予定によ

り、操舵室両舷の出入口扉を閉め、単独で３時間の当直に当たってい

た。 

 航海士Ａは、航海灯を表示していなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、霧中信号を吹鳴していなかった。 

 Ａ船は、ＶＨＦ無線電話のスピーカーの音量を絞っており、ＶＨＦ

無線電話による呼出しが聞こえていなかった。  

 Ａ船は、安全管理規程をＡ船内に保管していなかった。 

 船長Ａは、視界制限時の具体的な対応及び報告事項について、当直

者各自の判断に任せていた。 

 Ａ船の安全管理規程の運航基準には、次のとおり定められている。 

 第３条 船長は、周囲の気象・海象（視程を含む）に関する情報を

確認し、通常の航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航

が困難となるおそれがあると認めるとき又は周囲の視程が１,０００

ｍ以下となったときは、減速、適宜の変針、反転等の適切な措置をと

らなければならない。 

 Ｂ船は、空船であり、バラスト水約７０ｔを積み、喫水が船首約

０.８ｍ、船尾約２.７ｍであった。 

 船長Ｂは、大阪マーチスから「注意して航行してください」とのＶ

ＨＦ無線電話による通報があったので、航行の制限がないことを把握

していた。 

 Ｂ船の安全管理規程の運航基準には、次のとおり定められている。 

 第３条 ４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、

次に掲げる条件に達したと認めるときは、当直体制の強化及びレーダ

ーワッチ等による厳格な見張り及び曳船等による先導等、付加的に安

全措置を講ずるとともにその時の情報に適した安全な速力とし、状況

に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置をとらなければならな

い。 (1) 視程が２０００ｍ以下の時 

（付図１ 両船の推定航行経路図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、雨で視界制限状態となった明石海峡東方沖を北西進中、船

長Ａが、雨が強いので、反射を抑えようとしてレーダーのＦＴＣのつ

まみを絞っており、Ｂ船の映像に気付かなかったことから、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、船長Ａが、視界制限時の具体的な対応及び報告事項に

ついて、当直者各自の判断に任せていたことから、雨が強まって視程

が約５０ｍとなり、不安を感じたので、船長Ａに昇橋を求め、昇橋し
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た船長Ａに対し、左舷船首方に本船より速い同航船がいるとの報告を

行ったが、Ｂ船はＡ船より速力が遅かったものと考えられ、Ｂ船の状

況を正確に把握していなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、雨で視界制限状態となった明石海峡東方沖を北西進中、船

長Ｂが前方の船の動きを確かめることに意識を集中していたことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、雨で視界制限状態の明石海峡東方沖において、Ａ船及び

Ｂ船が共に北西進中、船長ＡがレーダーのＦＴＣのつまみを絞ってお

り、Ｂ船の映像に気付かず、また、船長Ｂが前方の船の動きを確かめ

ることに意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 Ｂ船は、本事故後、視界制限状態の中を狭水道に向けて航行する場

合、四囲の見張りを適切に行うとともに、状況に応じ、通峡を見合わ

せ、早めに航路外で待機するなどの対応を行うことにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、安全管理規程を船内に保管するとともに、規程を遵守

し、視界制限状態における安全な航行に努めること。 

・船長は、当直者に対し、視界制限時の具体的な対応及び報告事項

についての指示を行うこと。 

 ・視界制限状態の中を航行する船舶の船長は、法定灯火を表示する

とともに、安全な速力とし、霧中信号を吹鳴すること。 

 ・船長及び当直者は、ふだんからレーダーの取扱いの習熟に努め、

視界制限状態となった際、レーダーの各種調整を適切に行い、レ

ーダーによる周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・船長は、視界制限状態において、船舶交通がふくそうする航路等

に接近する場合、状況に応じて航路への入航を断念し、航路外で

待機することも考慮すること。 

 ・海上交通センターの管制区域に接近する船舶の船長は、情報の聴

取義務海域ではＶＨＦ無線電話のスピーカーの音量を適切に調整

し、常に情報を入手すること。 
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付図１ 両船の推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


